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安曇野市 地域 経済 活性化 住 宅助 成 事 業  

 

         ス  マ  イ  ル  

        住ま居る  応援制度    

 

制度の目的  

 この制度は、緊急 経済対策の一環として 、また市民の住環境の向上

と併せて定住化 の促進を図るために 、住宅の改修工事や新築工事を

応援する制度です。  

 

制度の概要 (メニュー ) 

 ①  住宅の改修工事（ 住宅の修繕・補修 等住環境の向上を応援）  

 市民の皆さんが 市内の建築関連業者の施工により住宅 の改修工事を

行なった場合にその費用の一部を助成 します。  

対象工事 金額 は 20 万円以 上 (税込 )で、補助 率 10％ です。た だし 、

補助金の 上限 は 20 万円で す。（千 円未満の 端数 は 切 り捨て ）  

 ②  耐震化付帯工事（ 住宅の耐震 補強化促進を応援）  

 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅で、 市の耐震診断を

受診し市内の建築関連 業者の施工 で「安曇野市住宅耐震補強工事補

助金」の交付を 受ける住宅で、当該補助金の対象工事以外の 改修工

事を行なった場合 にその費用の一部を助成します。  

対象工事 金額 は 50 万円以 上 (税込 )で、補助 率 20％ です。た だし 、

補助金の 上限 は 30 万円で す。（千 円未満の 端数 は 切 り捨て ）  

 ③  新築住宅の 取得（若年層の定住 促進を応援）  

 45 歳以下の方 ※ １ が、自ら居住するために 市内の建築関連 業者の施工

で戸建住宅を建築 する場合、又は 市内の建築関連業者が建築した 建

売住宅を購入する 場合、50 万 円を 助 成します 。ただ し 、建築価 格あ

るいは建 物の 購入 価格が 500 万円以 上 (税込 )で 、住 宅 の居住用 の 延

床面積 が 50 ㎡ 以 上 280 ㎡以 下の住 宅です。  
※ 1： 住 宅 の 建 築 又 は 購 入 の 契 約 締 結 時 の 年 齢 が 満 45 歳 以 下 の 方 。  

 

 補助概要  

 

メニュー  

 

補助内容  

メニュー①  

住宅の改修工事  

メニュー②  

耐震化付帯工事  

メニュー③  

新築住宅の取得  

対象工事金額  

工事請負契約書

等で確認できる

金額 (税込 ) 

 

 

２０万円以上  

耐 震 補 強 工 事 費

以 外 の 工 事 費 が

５ ０ 万 円 以 上 あ

ること  

 

 

５００万円以上  

補助金額  

(計算で千円未満の

端数がでた場合は切

り捨て) 

 

対 象 工 事 金 額 ×

１０％  

対象工事金額× 

２０％  
５０万円  

補助上限金額  ２０万円  ３０万円  ５０万円  
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申請できる人 (補助対象者 ) 

 ・安曇野市に住民登録又は外国人登録をして いる方  

（ 住 宅 取 得 す る 場 合 は 建 物 の 引 渡 し 後 に 取 得 し た 住 宅 に 住 民 登 録

又は外国人登録をする方。）  

・市税等に滞納のない方  

(市 税 等 と は 市 民 税 、 固 定 資 産 税 、 軽 自 動 車 税 、 国 民 健 康 保 険 税 、  

下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 、 下 水 道 受 益 者 分 担 金 を 指 し ま す 。）  

 ・新築住宅の取得をご希望の方は契約時の年齢が 満 45 歳以下の方  

 ・一人の方の申請できる回数は 、事業期間中 １回のみです 。  

対象となる住宅  

 ･補助対象者が居住する住宅  

 ･店舗等の併用住宅は、補助対象者が居住する部分  

 ･集合住宅の場合は、自己の専用部分 (住宅取得事業 は使えません）  

 ･住宅取得の対象は、 市内建築関連業者が建築した住宅 に限ります。 

対象となる工事  

 ・平成 23 年 10 月 1 日以降に着工する工事  

 ・住ま居る (スマイル )応援制度工事店登録の業者 が 施工する工事  

 ・住宅の改修工事 の内容が数種に及ぶ際は 、工種毎の施工を市内  

の 建 築 関 連 業 者 が 行 な う こ と が 必 要 で す 。（ 登 録 店 以 外 の 行 な う

工事は対象金額から差引きます。）  

 ・最低工事金額が 補助概要に記す対象工事金額以上の工事  

 ・住宅の改修工事 、耐震化付帯工事は 平成 25 年 3 月 31 日までに工

事が完成し、工事代金の支払いができる 工事  

 ・新築住宅の取 得は 、延床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下 の住宅で平成

26 年 3 月 31 日までに申請者の所有となる登記が完了できる工事  

 ・１件の住宅に対し申請できる回数は 事業期間中１回のみです 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用 語 の 説 明  

住 宅：台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら

自己の居住の用に供する建物（店舗、事務所、賃貸住宅等と併用する建物を含む。） 

建 築 関 連 業 者：住宅に関係する各種工事を請け負える、市内に本店のある会社又は

安曇野市に住民登録している個人事業主で、住 ま 居 る (ス マ イ ル )

応 援 制 度 工 事 店 として登録された方。  

住宅の改修工事：自らが居住し生活している建物の機能、性能、安全性、耐久性、居

住性等を維持向上させるために行う修復、改善又は増改築に係る工事

で、住 ま 居 る (ス マ イ ル )応 援 制 度 工 事 店 が施工する工事。  

対象工事金額：建築関連業者と契約する金額です。ただし、他の住宅に関する補助金

の交付を受けて施工する部分や、解体工事費、住宅本体以外の工事費な

どを差引く場合があります。詳しくは商工労政課までお尋ね下さい。  
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補助金の 申込 み か ら受取ま で【 住宅 の改修工 事 ･耐震 化付帯工 事の 場合 】 

 

「住ま居 る（ スマ イル）応援制 度 工 事 店」が施工 する 住宅の改 修工 事、

耐震化付 帯工 事を 行なう方 に予 算の 範囲内で 補助 金を 交付しま す。  

 

①  申込み   (商工労政 課窓 口 )  

  補助金交付申請書に必要事項を記入し、 次の書類を添付して 工事

着手予定日の３ ０ 日前 までに申込みます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  補助金交付決定通知   （商工労政 課⇒ 申請 者 ）  

  申請書類の審 査が完了した後、補助金の交付の可否を文書で通知

します。  

 

③  工事着工    

  交付決定通知書を確認してから 住ま居る (スマイル )応援制度工事

店と契約し工 事 に 着工してくだ さい 。 ※交付決定 前の 施工は認め

られません。  

 

④  工事完了及び実績報告   (申請者⇒ 商工労 政課 ) 

  工事が完成し、工事代金の支払いが済みましたら実績報告書に次

の書類を添付し、工事 代金支払い 後３０日以内又は平 成２５ 年 ３

月３１日 までのいずれか早い日までに提出してください。  

 

 

 

 

 

⑤  補助金確定通知   (商工労 政課⇒申 請者 ) 

  報告の内容を審査し、補助金の額を確定し申請者に文書で通知し

ます。  

 

⑥  補助金交付請求及び補助金交付 (受取 ) 

  補助金交付請求書をご提出ください。指定された口座に振り込み

ます。  

※工事に着手してから工事内容を変更する場合 あるいは工事を中止す

る場合は承認が必要です。必ず商工労政課までご連絡ください。  

 

 

【 住 宅 の 改 修 工 事 ･耐 震 化 付 帯 工 事 】  

・ 対 象 住 宅 の 案 内 図  

・ 対 象 工 事 の 見 積 書 の 写 し  

・ 対 象 工 事 の 平 面 図 (工 事 箇 所 が 住 宅 の ど の 部 分 か わ か る 図 面 ) 

・ 工 事 着 手 前 の 写 真  

・ 個 人 情 報 確 認 同 意 書  

・ 他 の 制 度 、 補 助 を 利 用 し 計 画 す る 場 合 は そ の 申 請 書 の 写 し  

・ そ の 他 必 要 と な る 書 類  

【 住 宅 の 改 修 工 事 ･耐 震 化 付 帯 工 事 】  

・ 補 助 対 象 工 事 に 係 る 契 約 書 の 写 し  

・ 契 約 を 交 わ し た 建 築 関 連 業 者 が 発 行 し た 請 負 代 金 の 領 収 書  

・ 工 事 着 手 前 と 対 比 で き る 工 事 の 完 成 写 真  
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  補助 金の 申込 み から受 取ま で【 新築住宅 の 取 得の 場合】  

 

平成２３ 年１ ０月 １日 以降 、「住ま 居る（ スマイ ル）応援制度 工事 店」

が建築工 事を 行な う 延床面 積が 50 ㎡以上 280 ㎡ 以下 の住宅を 取得 し、

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 申 請 者 の 所 有 と な る 登 記 が 完 了 で き る

方に予算 の範 囲内 で補助 金 50 万 円 を交付し ます 。た だし、 契 約時 の

年齢が満 ４５ 歳以 下の方が 対象 です 。  

 

①  申込み   (商工労政 課窓 口 )  

  補助金交付認定申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して

申込みをし、制度を満たしているかの審査を受けます。  

 

 

 

 

 

 

  

②  事業認定   （商工 労政 課⇒ 申請者 ）  

  提出された申請書を審査し、適当と認めた 場合事業認定し、文書

で通知します。  

 

③  補助金交付申請   (申請者 ⇒商工労 政課 ) 

  新築住宅取得の 登記完了後、次の書類を添付して申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

④  補助金交付決定通知   （商工労政 課⇒ 申請 者 ）  

  申請書類の審査が完了した後、補助金の交付の可否を文書で通知

します。  

 

⑤  補助金交付請求及び補助金交付 (受取) 
  補助金交付請求書をご提出ください。指定された口座に振り込み

ます。  

 

 

 

審 査 を 受 け る の に 必 要 な 書 類  

・ 対 象 住 宅 の 案 内 図  

・ 対 象 工 事 の 工 事 請 負 契 約 書 の 写 し (申 請 者 が 施 主 と な っ て 新 築 す る 場 合 ) 

・ 住 宅 売 買 契 約 書 の 写 し （ 申 請 者 が 建 売 住 宅 を 購 入 し た 場 合 ）  

・ 対 象 工 事 の 建 築 確 認 申 請 書 副 本 の 写 し  

・ 申 請 者 の 住 民 票 又 は 登 録 原 票 記 載 事 項 証 明 書  

 

申 請 す る の に 必 要 な 書 類  

・ 対 象 住 宅 の 案 内 図  

・ 契 約 を 交 わ し た 業 者 が 発 行 し た 請 負 代 金 の 領 収 書  

・ 登 記 が 完 了 し た こ と が 確 認 で き る 書 類  

・ 対 象 工 事 の 建 築 完 了 検 査 済 証 副 本 の 写 し  

・ 申 請 者 の 住 民 票 又 は 登 録 原 票 記 載 事 項 証 明 書 (取 得 し た 建 物 へ 登 録 と  

な っ た も の ) 

・ そ の 他 必 要 と な る 書 類 （ 個 人 情 報 確 認 同 意 書 ）  
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補助金の 計算 例  

例１  

  対象工事が５０万円のトイレの水洗化工事を行なう場合  

 

          対象工事費    補助率      補助金額  

 

 

例２  

  対象工事が２０５万円のトイレの水洗化工事と浴室 ・台所の 

改修工事を行なう場合  

          対象工事費    補助率      補助金額  

 

 

 

例３  

  耐震補強工事と併せて、トイレの水洗化工事を計画した。 

  見積額は、総額 ２００万円で耐震補強分は１５０万円となった 

 

          対象工事費    補助率      補助金額  

 

 

例４  

  耐震補強工事と併せて、内装の模様替えを計画した。 

  見積額は、総額 １９５万円で耐震補強分は１５０万円となった。 

 

          対象工事費    補助率      理由  

 

 

 

例５  

  耐震補強工事と併せて、内装の張替えを計画した。 

  見積額は、総額 ３５５万円で耐震補強分は１５０万円となった。 

 

          対象工事費    補助率      補助金額  

 

 

 

上 記 例 ４ ､例 ５ と も に 安 曇 野 市 住 宅 耐 震 補 強 工 事 補 助 金 は 受 け 取 る こ

とが出来ます。  

メニュー１ ５０万円  １０％  ５万円  ×  = 

メニュー１ ２０５万 円  １０％  ２ ０ 万 円 ( 上 限 額

を 超 え た た め 計 算

上 の ２ ０ 万 ５ 千 円

に は な り ま せ ん )  

×  = 

メニュー２ ２００万 円－

１５０万 円 ＝

５０万円  

２０％  １０万円  ×  = 

メニュー２ ３５５万 円－

１５０万 円 ＝  

２０５万 円  

２０％  
３０万円（ 上 限 額

3 0 万 円 を 超 え た た

め 計 算 上 の 4 1 万 円

に は な り ま せ ん ) 

×  = 

メニュー２ １９５万 円－

１５０万 円 ＝

４５万円  

非該当  
住宅改修に係る

費用が 50 万 円

未 満 の た め 非

該当  

×  = 
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施工例  工     種  判定  特記事項  

メ
ニ
ュ
ー
１ 

１  屋 根 の ふ き 替 え・塗 装・断 熱 等 の 工 事  ○   

２  
屋 上 等 の 防 水 、 修 繕 工 事  

バ ル コ ニ ー の 設 置 、 修 繕 工 事  
○  

 

３  
外 壁 の 補 修 ・ 塗 装 ・ 断 熱 ・ 防 音 等 の

工 事  
△  

景 観 計 画 区 域 内 で の 工 事 に は 届

出 が 必 要 な 場 合 も あ り ま す 。  

４  窓 ガ ラ ス 取 換 え 、 内 窓 増 設 等 の 工 事  ○   

５  雨 戸 の 設 置 ､網 戸 の 修 繕・取 替 え 工 事  ○   

６  玄 関 等 出 入 口 の 補 修 ・ 付 替 え  ○   

７  土 台 、 基 礎 の 補 修 工 事  △  (耐 震 補 強 工 事 以 外 の 工 事 )  

８  
内 壁 、 床 、 天 井 等 内 装 材 の 補 修 ・ 張

替 え ・ 断 熱 工 事  
△  (耐 震 補 強 工 事 以 外 の 工 事 )  

９  間 仕 切 壁 の 新 設 ・ 撤 去 工 事  △  (耐 震 補 強 工 事 以 外 の 工 事 )  

1 0  建 具 の 修 繕 ・ 設 置 ・ 襖 の 張 替 え  ○   

11  畳 の 取 換 え ・ 表 替 え  ○   

1 2  作 り 付 け 家 具 工 事  ○   

1 3  
台 所 、 風 呂 、 ト イ レ 等 の 改 良 ・ 付 替

え 工 事  
○   

1 4  
住 宅 改 修 に か か わ る 下 水 道 の 付 替

え 、 宅 内 配 管 、 電 気 の 引 き 込 み 工 事  
○  

 

1 5  
給 排 水 設 備 、冷 暖 房 、換 気 シ ス テ ム 、

給 湯 器 等 の 設 置 ・ 交 換 工 事  
△  

安 曇 野 市 ペ レ ッ ト ス ト ー ブ 導 入

促 進 事 業 補 助 金 及 び 製 品 の み の

購 入 費 は 対 象 外  

1 6  大 型 テ レ ビ 等 電 化 製 品 の 取 付 工 事  △  
製 品 の み 購 入 は 対 象 外 、 設 置 工

事 費 が 対 象  

1 7  防 犯 、 防 火 用 設 備 の 設 置 工 事  △  
製 品 の み 購 入 は 対 象 外 、 設 置 工

事 費 が 対 象  

1 8  

段 差 解 消 、 手 す り の 設 置 、 転 倒 し に

く い 床 材 へ の 変 更 等 バ リ ア フ リ ー 工

事  

△  

安 曇 野 市 介 護 保 険 規 則 第 1 5 条 居

宅 介 護 住 宅 改 修 事 業 等 の 交 付 対

象 工 事 以 外 の 工 事 が 対 象  

1 9  
太 陽 熱 利 用 、 風 力 ・ 水 力 ・ 地 熱 発 電

等 の 自 然 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備  
△  

住 宅 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 設 置 補

助 等 の 交 付 対 象 工 事 以 外 の 工 事

が 対 象  

2 0  
増 築 ・ 改 築 を 目 的 と し た 既 存 建 物 の

撤 去 工 事  
×  

撤 去 工 事 は 対 象 外 (た だ し 、改 修

工 事 箇 所 の 解 体 撤 去 処 理 費 は

対 象 で す 。 )  

2 1  
住 宅 と 別 棟 の 倉 庫 、 車 庫 、 物 置 の 工

事 費  
×  

住 宅 本 体 以 外 は 対 象 外  

2 2  造 園 、門 扉 、ブ ロ ッ ク 塀 等 の 外 構 工 事  ×  住 宅 で は な い の で 対 象 外  

2 3  
住 宅 付 属 機 器 類 等 の 点 検 補 修 及 び 清

掃  
×  

通 常 の 維 持 管 理 に あ た り 、改 修

工 事 で は な い た め  
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